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再資源化預託金等に付する利息の計算で使用する 

平成２２年度の利率の算出について 
 
 
１． 再資源化預託金等に付する利息の考え方 
（１）使用済自動車の再資源化等に関する法律第７５条では、資金管理法人

は主務省令で定めるところにより、再資源化預託金等に利息を付さねばな

らないとしており、主務省令（同法施行規則第７０条）で詳細が規定されてい

る。 
 
（２）同法施行規則第７０条では、以下のルールで再資源化預託金等に利息を

付すこととしている。 
 

【利息が付される期間】 
当該再資源化預託金等が預託された日の属する年度から、以下に掲げる

行為が行われた日の属する年度の前年度 
①再資源化等預託金について、自動車製造業者等から払渡し請求をさ

れたとき。 
②再資源化預託金等について、中古車輸出した自動車所有者から返還

請求をされたとき。 
③再資源化預託金等について、特定再資源化預託金等として出えん等

の承認申請、又は再資源化等預託金の一部負担の認可申請がされた

とき。 
④情報管理預託金について、情報管理センターから払渡し請求をされた

とき。 
 
（利息が付される期間の例示） 
        平成２１年度      平成２２年度      平成２３年度 

ケース１       ○               ▲ 
 ケース２                     ○              ▲ 
 ケース３                                        ○    ▲ 
   ○：預託日  ▲：請求・申請日 
 
 ケース１ 平成２１年度、平成２２年度 
 ケース２ 平成２２年度 
 ケース３ 利息が付される年度なし 
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【利息計算の方法】 
上記の期間の各年度における利率を用いて複利計算して算出した元利合

計額（１円未満は切捨て）から当該再資源化預託金等の額を減じた額 
 
２．平成２２年度の利率 
 以下の①②③④の合計額を、⑤⑥の合計額で除して算出し、小数点以下５

位未満を切り捨てたもの。 
 
【分子】 

①平成２２年度に再資源化預託金等を運用して得た運用利益金の総額 
②平成２１年度の利率計算において利率の小数点以下５位未満を切捨て処

理したことにより生じた差額 
③平成２２年度の再資源化預託金等の払渡し等に付する利息を算出する際

に切捨てた１円未満の端数の合計金額を合算した額 
 ④平成２１年度以前に請求され、平成２２年度に中古車輸出した自動車所

有者へ返還された再資源化預託金等について、平成２１年度までの複利

計算した元利合計額と返還金額との差額 
【分母】 

⑤平成２２年度末における再資源化預託金等（承認・認可済特定再資源化

預託金等を除く。）の残高 
⑥平成２２年度末における平成２１年度までの運用利益金の残高 

 
 
 
※運用利益金について 
 以下の３つの合計額が運用利益金となる。 

① 保有債券の利息は、平成２２年度中における債券の保有期間に応じて

発生する額 
② 債券の取得価格が額面と異なる場合（注１）においては、当該債券の取得

月（平成２１年度以前に取得した債券については、平成２２年４月）から

償還月までの期間に対する、取得月（平成２１年度以前に取得した債券

については、平成２２年４月）から平成２３年３月（平成２２年度に償還さ

れる債券については償還月）までの期間に応じて償却原価法（注２）により

計算した償却損益額。 
③ 平成２２年度に入金された金融機関からの利息収入 
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（注１）債券の取得価格と額面の乖離について 
債券を保有すると、毎期利息が発生するとともに、満期償還時に債券

の額面金額を受け取ることができる。市場の金利は経済情勢によって

変化するため、額面金額に対する利息の割合と市場金利には当然乖

離が発生し、この乖離は額面価額と債券の市場価格の差として反映さ

れることとなる。 
（注２）償却原価法について 

債券を額面金額より高い価格で取得した場合には、償還時に額面と

取得価格の差額相当分の償還差損が発生し、額面より低い価格で取

得した場合には、償還時に額面と取得価格の差額相当分の償還差益

が発生する。償却原価法とは、この差損益の計上に際して、償還時に

一度に計上しないで、償還日までの期間に応じて均等に償却する方

法。 
 

  上記の算式に実績値を当てはめて計算すると 0.013449 となり、小数点

以下５位未満を切捨てるため、0.01344 となる（別紙参照）。 
 

なお、この数字については、監査法人により一定の合意された手続の実

施を受け、『これらの手続を実施した限りにおいては、「再資源化預託金等

に付する利息の計算で使用する平成２２年度の利率（案）」において算出さ

れた利率について、｢使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則

第７０条｣に基づき正しく算出されていないと認められる事項は発見されな

かった』旨の報告を受けている。 
 

以上 
 



平成２２年度の利率

平成２２年度の運用利益金の総額等（①+②+③+④）

（※）

平成２２年度末における再資源化預託金等の残高及び平成２２年度末における平成２１年度までの運用利益金の残高（⑤+⑥）

⑤平成２２年度末における再資源化預託金等の残高 ⑥平成２２年度末における平成２１年度までの運用利益金の残高

＝（イ）＋（ロ）－（ハ）－（ニ）－（ホ）－（ヘ）　 794,595,427,903円 ＝（イ）－（ロ）－（ハ）－（ニ）ー（ホ）　 31,770,650,489円

（イ）平成２１年度末における再資源化預託金等の残高：　　 786,100,513,725円 （イ）平成２１年度末の運用利益金の残高：　　 33,841,678,728円

（ロ）平成２２年度に預託された再資源化預託金等の総額：　　 ＋53,549,833,079円 （ロ）平成２２年度に再資源化預託金等の払渡し等に

（ハ）平成２２年度に自動車製造業者等又は情報管理 　　付して支払った利息の総額：　 △2,055,850,348円

　　　センターに払渡された再資源化預託金等の総額：　　　 △34,653,481,131円 （ハ）平成２１年度の利率計算において利率の小数点以下

（ニ）平成２２年度末における承認・認可済特定再資源化 　　５位未満切捨て処理にて生じた差額： △4,669,027円

　　　預託金等の残高：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0円 （ニ）平成２２年度の再資源化預託金等の払渡し等に

（ホ）平成２２年度に中古車輸出した自動車所有者への 　　付する利息を算出する際に切捨てた1円未満の　　

　　　返還が確定された再資源化預託金等の総額：　　　　 △10,149,746,580円 　　端数を合計した額等：　 △8,110,848円

（ヘ）平成２２年度に出えん等を行った承認・認可済特定 （ホ）平成２１年度以前に請求され、平成２２年度に中古車

　　　再資源化預託金等の総額：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 △251,691,190円 　　輸出した自動車所有者へ返還された再資源化預託金等

　　について、平成２１年度までの複利計算した元利合計額

    と返還金額との差額： △2,398,016円

（※）使用済自動車の再資源化等に関する法律施行規則第７０条の
　　　規定に基づき小数点以下五位未満の端数を切り捨てる。

別紙

①平成２２年度において再資源化
   預託金等を運用して得た運用
   利益金の総額

11,098,919,548円

＝ 0.0134493・・・

+ + +

②平成２１年度の利率計算にお
   いて利率の小数点以下５位
   未満切捨て処理にて生じた
   差額　[⑥（ハ）と同じ]分

子

分
母

0.01344

11,114,097,439円

④平成２１年度以前に請求され、
   平成２２年度に中古車輸出した
   自動車所有者へ返還された再
   資源化預託金等について、平
   成２１年度までの複利計算をし
   た元利合計額と返還金額との
   差額　[⑥（ホ）と同じ]

2,398,016円

＝
11,114,097,439

826,366,078,392

4,669,027円

③平成２２年度の再資源化預託
   金等の払渡し等に付する利息
   を算出する際に切捨てた１円
   未満の端数を合計した額等
   [⑥（ニ）と同じ]

8,110,848円

+

826,366,078,392円
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